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１．本書の注意点

■ 法令の改正
▪�本書は、2024年２月末時点の関係法令をもとに編集している。従って、それ以降に法令が
改正された場合、その部分の内容が改正法令に適合しなくなることをご了承いただきたい。

■ 法令の条文の読み方

第２条第２項第１号イという。ただし本書では、
分かりやすくするため原文を書き替え、「イ」…
ではなく「①」…と表記している場合もある。

■ 原文の書き替え
▪ 本書では、法令の内容をわかりやすくするため、法令の原文が難解な表現であったり、理解
しにくい場合（他の条項を引用している場合）は、原文に一部手を加え書き替えている。例
えば、車両法第94条の９（指定自動車整備事業者の準用規定）は、次のように書き替えている。

 〈原文〉

第 94条の９　第81条第１項（同項第４号に係る部分に限る。
①
）及び第２項

②
並びに第89条

③の規定は、指定自動車整備事業者について準用する。

 〈本書〉

第�94条の９　指定自動車整備事業者は、事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重
要なものについて変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸
局長に届け出なければならない。…①

２ ．指定自動車整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その
旨を地方運輸局長に届け出なければならない。…②

３ ．指定自動車整備事業者は、事業場において、公衆の見易いように国土交通省令で定め
る様式の標識を掲げなければならない。…③

４ ．指定自動車整備事業者以外の者は、前項の標識またはこれに類似する標識を掲げては
ならない。…③

▪ 従って、第94条の９の原文は第１項のみだが、本書では第１項、第２項、第３項、第４項
となっており、必ずしも原文どおりの項または号の構成とはなっていない。
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■ 条文の適用車種
▪ 保安基準では、条文の適用車種、または適用除外車種が細かく規定されており、内容が理解
しにくい要因の１つともなっている。そこで本書では、保有台数がわずかな自動車の場合、
次のように表記を一部省略してある。

 〈原文〉 〈本書〉

　二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカ
タピラ及びそりを有する軽自動車以外の自
動車に備えるすれ違い用前照灯……

　二輪自動車等を除く自動車に備えるすれ
違い用前照灯……

　次の表に掲げる自動車（二輪自動車、側
車付二輪自動車及び最高速度20km/h未満
の自動車を除く。）……

　次の表に掲げる自動車……（適用除外：
二輪自動車等）。

■ 自動車の製作年月日による規定の違い
▪ 自動車の製作年月日により適用される規定が異なる場合、「道路運送車両の保安基準第２章
及び第３章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示（以下、適用整理の告示）」
により適用の整理が図られている。本書では同告示に係る部分については、次のように表記
している（アンダーライン部分）。また、適用の整理を省略している場合もある。

（2）走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。
　※�平成 17 年 12 月 31 日以前に製作された自動車については、走行用前照灯の灯光の色は、
白色または淡黄色であり、その全てが同一であればよい。

■ 過去出題例（過去５年分の法令問題を収録）
▪ 本書に収録している「過去出題例」は、１級小型、２級・３級（ガソリン・ジーゼル・シャ
シ・二輪）及び車体整備士を対象とし、令和５年10月～平成31年３月の登録試験または検
定試験を掲載している。
▪ 過去問題において、出題後の法改正により問題自体が不適切な内容になることがある。この
ような場合は、法改正に適合するように、編集部の方で問題の一部に手を加えるとともに、
「改」と書き込んでいる。
▪ 問題の末尾には、問題の種類と出題時期を記載した。[2G H31.3]の場合、平成31年３月に行
われた２級ガソリンの問題であることを表し、[2G R5.10]の場合、令和５年10月に行われた
２級ガソリンの問題であることを表している。
　また、G…ガソリン、D…ジーゼル、C…シャシ、N…２輪、K…小型、車…車体の略称とした。

■ 太字等について（試験に良く出る項目を強調）
▪ 過去５年間に出題された項目について、枠線内のように太字等を用いて強調している。

１

２

３

４

５

 定義 ▷３級・２級・１級

第２条　この法律で「 道路運送車両」とは、 自動車、 原動機付自転車及び 軽車両をいう。
． ２ この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用
具で、軌条もしくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目
的として製作した用具であって、原動機付自転車以外のものをいう。
． ３ この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令（＊１）で定める総排気量または定格
出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で、軌条もしく
は架線を用いないもの、またはこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作
した用具をいう。

過去
出題
過去
出題

出題されている試験の種類試験で問われた内容を太字と     で強調
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２．車両法の法体系
■ 権限の委任
▪�道路運送車両法（車両法）では、例えば、継続検査は国土交通大臣が行うことになっている。
しかし、実際に大臣が検査を行うことはできない。
▪�そこで、日本の法律では権限を下部組織の各行政機関に委任している。具体的には、国土交
通大臣 ⇒ 地方運輸局長 ⇒ 運輸支局長といった流れになっている。従って、法律の条文で「国
土交通大臣が行う」という場合でも、実際は地方運輸局長または運輸支局長が担当すること
になる。もっとも、現実的には各責任者から指示を受けた現場の職員が実務を行うことになる。
　車両法の場合、第105条で次のように規定している。

(権限の委任)
第�105条　この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方
運輸局長に委任することができる。

２ ．この法律に規定する地方運輸局長の権限、及び前項の規定により地方運輸局長に委任
された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長または運輸支局長に委任する
ことができる。

■ 法律の整備
▪日本の法令は一般に、法律 ⇒ 政令 ⇒ 省令 ⇒ 告示・通達といった体系となっている。
▪�法律は国会で決められるわけであるが、それに基づき政令が内閣から、そして省令が各省か
ら、それぞれを補うかたちで公布される。また、告示・通達は省令をさらに補うかたちで、
地方の行政機関などに対して文書で発せられる。
▪本書では便宜上、法令を次のように略して使用している。

道路運送車両法 車両法

道路運送車両法施行令 施行令

道路運送車両法施行規則 施行規則

優良自動車整備事業者認定規則 認定規則

指定自動車整備事業規則 指定規則

自動車登録令 登録令

自動車登録規則 登録規則

道路運送車両の保安基準 保安基準

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 細目告示

道路運送車両の保安基準第２章及び第３章の規定の
適用関係の整理のため必要な事項を定める告示

適用整理の告示

自動車点検基準 点検基準

自動車検査業務等実施要領について 実施要領

独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程 審査規程

 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を
定める省令

申請書等の様式等を定める省令

自動車整備士技能検定規則 検定規則
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Ⅰ  道 路 運 送 車 両 法（ 抜 粋 ）

この法律の目的 ▷１級

第�１条　この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の
確保及び公害の防止、その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて
自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

　▶解説：車両法の目的ごとに関係する主な制度を挙げると、およそ次のとおりとなる。

▪所有権についての公証等を行う……………………………登録制度
▪安全性の確保、公害の防止、環境の保全を図る…………保安基準、点検整備制度、検査制度
▪整備技術の向上を図る………………………………………整備士技能検定制度
▪整備事業の健全な発達に資する……………………………認証制度、指定制度

１級 過 去 出 題 例

【１�】「道路運送車両法」の目的を定めた「道路運送車両法第１条」について、（イ）から（ハ）
に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものは次のうちどれか。[1K R2.3]

　　 　この法律は、道路運送車両に関し、（イ）についての公証等を行い、並びに安全性の確保
及び公害の防止その他の環境の（ロ）並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自
動車の整備（ハ）の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的と
する。

　　　 （イ）　　　 （ロ）　　　 （ハ）　　　　　　   （イ）　　  （ロ）　　  （ハ）
　　１．登録　 　　保護　 　　環境　　　　　２．所有権　　 保全　　　事業
　　３．登録　　　 保護　 　　事業　　　　　４．所有権　　 保全　　　環境

定義 ▷３級・２級・１級

第２条　この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
２ ．この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用
具で、軌条もしくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目
的として製作した用具であって、原動機付自転車以外のものをいう。

３ ．この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令（＊１）で定める総排気量または定格
出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で、軌条もしく
は架線を用いないもの、又は、これにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作
した用具をいう。

４ ．この法律で「軽車両」とは、人力もしくは畜力により陸上を移動させることを目的として
製作した用具で、軌条もしくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させ
ることを目的として製作した用具であって､政令（＊２）で定めるものをいう｡

　▶解説：「軌条」は、レール、線路を指す。また、「架線」は架け渡された線（送電線など）を指す。

過去
出題

過去
出題

過去
出題
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５ ．この法律で「運行」とは、人または物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車
両を当該装置の用い方に従い用いることをいう。

６ ．この法律で「道路」とは、道路法による道路、道路運送法による自動車道、その他の一般
交通の用に供する場所をいう。

７ ．この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業（軽貨物自動車運
送事業を除く）をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。

８ ．この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律による使用済
自動車をいう。

９ ．この法律で「登録識別情報」とは、自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録され
ている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当
該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、当該記
録されている者を識別することができるものをいう。

�原動機付自転車の範囲及び種別（＊１）〈施行規則第１条〉
１ ．原動機付自転車の総排気量又は定格出力は、以下のとおりとする。
　（1 ）内燃機関を原動機とするものであって、二輪を有するもの（適用除外：側車付のもの）

にあっては、その総排気量は0.125ℓ以下、その他のものにあっては0.050ℓ以下
　（2 ）内燃機関以外を原動機とするものであって、二輪を有するもの（適用除外：側車付のもの）

にあっては、その定格出力は1.00kW以下、その他のものにあっては0.60kW以下
２ ．前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が0.050
ℓ以下又は定格出力が0.60kW以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他（排気量
0.050ℓ超0.125ℓ以下又は定格出力0.60kW超1.00kW以下）のものを第二種原動機付自転
車とする。

�軽車両の定義（＊２）〈施行令第１条〉
１ ．軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車及びリヤカーをいう。

３級 過 去 出 題 例

【１�】「道路運送車両法」に照らし、次の文章の（　）に当てはまるものとして、適切なものは
次のうちどれか。[3G R2.10]

　　 　「道路運送車両」とは、（　）をいう。
　　１ ．原動機付自転車及び軽車両 ２ ．自動車及び原動機付自転車
　　３ ．自動車、原動機付自転車及び軽車両 ４ ．自動車及び軽車両

【２�】「道路運送車両法」に照らし、次の文章の（　）に当てはまるものとして、適切なものは
どれか。[3G R4.10]

　　 　「道路運送車両」とは、（　）をいう。
　　１ ．自動車、原動機付自転車及び軽車両 ２ ．自動車及び軽車両
　　３ ．原動機付自転車及び軽車両 ４ ．自動車及び原動機付自転車

過去
出題
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【３�】「道路運送車両法」に照らし、次の文章の（　）に当てはまるものとして、適切なものは
次のうちどれか。[3N R5.3]

　　 　「道路運送車両」とは、（　）をいう。
　１．自動車及び軽車両 ２ ．自動車、原動機付自転車及び軽車両
　　３ ．自動車及び原動機付自転車 ４ ．原動機付自転車及び軽自動車

２級 過 去 出 題 例

【１�】「道路運送車両法」に照らし、次の文章の（　）に当てはまるものとして、適切なものは
どれか。[2C R4.3]

　　 　この法律で「道路運送車両」とは、（　）をいう。
　　１．普通自動車、小型自動車及び軽自動車 ２．大型自動車、普通自動車及び小型自動車
　　３．小型自動車、普通自動車及び軽車両 ４．自動車、原動機付自転車及び軽車両

【２�】｢道路運送車両法｣及び｢道路運送車両法施行規則｣に照らし、原動機付自転車の範囲及
び種別に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。[2N R2.10]

　　１ ．定格出力は、内燃機関以外を原動機とするものであって、二輪を有するもの（側車付
のものを除く。）にあっては、1.00kW以下と規定されている。

　　２ ．総排気量は、内燃機関を原動機とするものであって、二輪を有するもの（側車付のも
のを除く。）にあっては、0.125ℓ以下と規定されている。

　　３ ．第一種原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち内燃機関を原動機とするものにあ
っては、総排気量が0.050ℓ以下のものをいう。

　　４ ．第二種原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち内燃機関以外を原動機とするもの
にあっては、定格出力が0.50kW以下のものをいう。

【３�】「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、原動機付自転車の範囲及
び種別に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。[2N R5.10]

　　１ ．定格出力は、内燃機関以外を原動機とするものであって、二輪車（側車付のものを除く。）
にあっては、1.00kW以下と定義されている。

　　２ ．第一種原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち内燃機関を原動機とするものにあ
っては、総排気量が0.050ℓ以下のものをいう。

　　３ ．総排気量は、内燃機関を原動機とするものであって、二輪車（側車付のものを除く。）
にあっては、0.125ℓ以下と定義されている。

　　４ ．第二種原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち内燃機関以外を原動機とするもの
にあっては、定格出力が0.50kW以下のものをいう。
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１級 過 去 出 題 例

【１�】「道路運送車両法」に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。[1K H31.3]

　　１ ．この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的と
して製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移
動させることを目的として製作した用具であって、政令で定めるものをいう。

　　２ ．この法律で「自動車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動
機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いない
もの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

　　３ ．この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作し
た用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させるこ
とを目的として製作した用具であって、軽車両以外のものをいう。

　　４ ．この法律で「道路運送車両」とは、自動車及び原動機付自転車をいう。

自動車の種別 ▷３級・２級・車体

第�３条　この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特
殊自動車の別は、自動車の大きさ、構造、原動機の種類及び総排気量または定格出力を基準
として国土交通省令（＊）で定める。

過去
出題
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自動車の種別（＊）〈施行規則第２条〉
１ ．普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第
１に定める。

◎別表第１　自動車の種別

自動車
の種別

自動車の構造及び原動機
自動車の大きさ（ｍ）
長さ 幅 高さ

普通
自動車

小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自
動車

小型
自動車

四輪以上の自動車
及び
被牽引自動車

・ 自動車の大きさが右欄に該当するもののうち、
軽自動車、大型特殊自動車、及び小型特殊自動
車以外のもの。
・ 内燃機関（ジーゼル機関を除く）を原動機とす
る自動車は、総排気量が2.00ℓ以下のもの。

4.70
以下

1.70
以下

2.00
以下

二輪自動車
三輪自動車

軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以
外のもの。

軽
自動車

二輪自動車以外の
自動車
及び
被牽引自動車

・ 自動車の大きさが右欄に該当するもののうち、
大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの。
・ 内燃機関を原動機とする自動車は、総排気量が

0.660ℓ以下のもの。

3.40
以下

1.48
以下

2.00
以下

二輪自動車 ・ 自動車の大きさが右欄に該当するもののうち、
大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの。
・ 内燃機関を原動機とする自動車は、総排気量が
0.250ℓ以下のもの。

2.50
以下

1.30
以下

2.00
以下

大型
特殊
自動車

・ ショベルローダ、タイヤローラ、農耕用トラクタなどの自動車であ
って、小型特殊自動車以外のもの。
・ ポールトレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自
動車。

小型
特殊
自動車

ショベルローダ、タイヤローラなどの自動車であって自動車の大きさ
が右欄に該当するもののうち、最高速度15km/h以下のもの。

4.70
以下

1.70
以下

2.80
以下

農耕用トラクタなどの自動車であって、最高速度35km/h未満のもの。
※二輪自動車には側車付二輪自動車を含む。

　▶解説：排気量と大きさ

▪�ジーゼル機関で総排気量が２ℓを超える場合、車体の大きさにより普通自動車と小型自動車に区分される。
▪�近年は、ガソリン機関の乗用自動車で、総排気量は小型自動車の基準内であるものの、自動車の大きさが小型
自動車の基準を超え、普通自動車となるケースが増えている。
▪総排気量が２ℓ未満で普通自動車となる例は下表のとおり。

メーカー 車名 型式 排気量 大きさ：mm（長さ×幅×高さ）
トヨタ プリウス ZVW60 1.8ℓ 4,600×�1,780�×1,420
ホンダ ヴェゼル RV3 1.5ℓ 4,330×�1,790�×1,580
三菱 エクリプスクロス GK1W 1.5ℓ 4,545×�1,805�×1,685

過去
出題

過去
出題
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Ⅱ  道 路 運 送 車 両 の 保 安 基 準
★�編注：本書では次のように原文を省略している。
　「専ら乗用の用に供する自動車」⇒「乗用自動車」
　「貨物の運送の用に供する自動車」⇒「貨物自動車」

用語の定義 ▷２級

第�１条　この省令（保安基準）における用語の定義は、車両法第２条に定めるもののほか、次
の各号に定めるところによる。
　(1 ) 「牽引自動車」とは、専ら被牽引自動車を牽引することを目的とすると否とにかかわらず、
被牽引自動車を牽引する目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。

　(2 ) 「被牽引自動車」とは、自動車により牽引されることを目的とし、その目的に適合した
構造及び装置を有する自動車をいう。

　(2 )の２ 「ポール・トレーラ」とは、柱、パイプ、橋げた、その他長大な物品を運搬するこ
とを目的とし、これらの物品により他の自動車に牽引される構造の被牽引自動車をいう。

　　▶解説：ポール・トレーラは、大型特殊自動車で貨物自動車に分類される。

▪ポール・トレーラを装着した連結車

長大な物品

　(4 ) 「旅客自動車運送事業用自動車」とは、道路運送法第２条第３項の旅客自動車運送事業
の用に供する自動車をいう。

　　▶解説：�「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業をいう。
旅客自動車運送事業用自動車には、路線バス、貸切バス、タクシー、ハイヤー、有償送迎バスなどがある。

　(5 ) 「幼児専用車」とは、専ら幼児の運送の用に供する自動車をいう。
　(6 ) 「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の
全量を搭載し、及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等、運行に
必要な装備をした状態をいう。

　　▶解説：空車状態の自動車の重量を「車両重量」という。

　(7 ) 「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法第２条の高圧ガスをいう。
　　▶解説：�高圧ガスの定義：高圧ガス保安法第２条では、常温ゲージ圧力で1.0MPa以上の圧縮ガス及び常温ゲー

ジ圧力で0.2MPa以上の液化ガスなどを高圧ガスと定義している。圧縮天然ガス（CNG）自動車に使わ
れているCNGは、満タン充填時で約20MPa（40MPa）となるため、高圧ガスに該当する。また、液化
石油ガス（LPG）自動車に使われているLPGは、常温で約0.2～0.8MPaの圧力でボンベに充填されてい
るため、やはり高圧ガスとなる。

　(8 ) 「ガス容器」とは、高圧ガスを蓄積するための容器をいう。

過去
出題
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　(1 0)「内圧容器」とは、常用の温度における圧力（ゲージ圧力）が0.2MPa以上の圧縮ガスで、
高圧ガス以外のものを蓄積するための容器（制動装置用容器以外の容器で、内径200mm
未満、長さ1,000mm未満のものまたは容積40ℓ未満のものを除く。）をいう。

　(1 1)「火薬類」とは、火薬類取締法第２条の火薬類をいう。
　(1 2)「危険物」とは、消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の
性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

　(1 3)「緊急自動車」とは、消防自動車、警察自動車、救急自動車、公共用応急自動車等をいう。
（詳細は省略）

　(1 3)の２「道路維持作業用自動車」とは、道路交通法第41条第４項の道路維持作業用自動車
をいう。

　　▶解説：具体的には、ロードローラや道路パトロールカーが該当する。

　(1 5)「軸重」とは、自動車の車両中心線に垂直な１mの間隔を有する２平行鉛直面間に中心
のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。

　(1 6)「最遠軸距」とは、自動車の最前部の車軸中心（セミトレーラにあっては連結装置中心）
から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。

　(17)「輪荷重」とは、自動車の１個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。
　(1 8)「高速道路等」とは、道路交通法で規定する最高速度60km/hを超える道路をいう。

用語の定義〈細目告示第２条〉
１ ．この告示における用語の定義は、車両法第２条及び保安基準第１条に定めるもののほか、
次の各号に定めるところによる。
　(6 ) 「損傷」とは、当該装置の機能を損なう変形、曲がり、摩耗、破損、切損、亀裂、また
は腐食をいう。

　(7 ) 「検査時車両状態」とは、空車状態の自動車に運転者１名が乗車した状態をいう。この
場合において、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、上昇している車軸を強制的に下
降させた状態の自動車に運転者１名が乗車した状態をいう。

　(9 ) 「積車状態」とは、空車状態の道路運送車両に乗車定員の人員が乗車し、最大積載量の
物品が積載された状態をいう。この場合において乗車定員１人の重量は55kgとし、座席
定員の人員は定位置に、立席定員の人員は立席に均等に乗車し、物品は物品積載装置に均
等に積載したものとする。

　　▶解説：積車状態の自動車の重量を「車両総重量」という。

２級 過 去 出 題 例

【１�】「道路運送車両の保安基準」に照らし、次の「空車状態」の定義の文章の（　）にあては
まるものとして、不適切なものは次のうちどれか。[2C R2.9]

　　 　「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に（　）、（　）、（　）等の全
量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な
装備をした状態をいう。

　　１．燃料　　　　２．潤滑油　　　　３．冷却水　　　　４．可燃物
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長さ、幅及び高さ ▷３級・１級

第�２条　自動車は、告示（＊１）で定める方法により測定した場合において、長さ（セミトレ
ーラにあっては、連結装置中心からセミトレーラの後端までの水平距離）12m（セミトレ
ーラのうち告示（＊２）で定めるものにあっては、13m）、幅2.5m、高さ3.8mを超えては
ならない。

▪セミトレーラの長さ

▪後写鏡等の突出限度

２ ．次の各号に掲げるものは、告示（＊３）で定める方法により
測定した場合において、それぞれ当該各号に定める突出量の範
囲を超えて突出していてはならない。
　(1 ) 外開き式の窓及び換気装置並びに直前直左鏡等の装置…そ
の自動車の最外側から250mm未満又はその自動車の高さか
ら300mm未満

　(2 ) 後写鏡及び後方等確認装置…その自動車の最外側から
250mm未満又はその自動車の高さから300mm未満（その自
動車より幅の広い被牽

けん

引自動車を牽
けん

引する牽
けん

引自動車に備え
る場合にあっては、その被牽

けん

引自動車の最外側）
　(3 ) 自動車の周囲の状況の検知又は監視を行い、運転者に対し
当該状況に係る情報の提供又は当該自動車の制御を行う装置、
その他の告示（＊４）で定める装置…その自動車の最外側から250mm未満かつその自動
車の高さから300mm未満であって告示（＊５）で定める突出量の範囲

長さ、幅、高さの基準〈細目告示第162条〉
１ ．自動車の測定に関し、告示（＊１）で定める方法は、次の各号に掲げる状態の自動車を、
第２項により測定するものとする。
　(1 ) 空車状態
　(2 ) はしご車のはしご、架線修理自動車のやぐら、その他走行中に格納されているものにつ
いては、これらの装置を格納した状態

　(3 ) 折畳式のほろ、工作自動車の起重機、その他走行中に種々の状態で使用されるものにつ
いては、走行中使用される全ての状態。ただし、外開き式の窓及び換気装置については、
これらの装置を閉鎖した状態とし、また故障した自動車を吊り上げて牽引するための装置
（格納できるものに限る。）については、この装置を格納した状態とする。

　(4 ) 車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、直前直左鏡、周辺監視装置及びたわ
み式アンテナについては、これらの装置を取り外した状態

過去
出題

過去
出題
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�覚えておこう!!（過去５年間の出題箇所から抜粋）

車 両 法
★この法律の目的（第１条）
この法律は、道路運送車両に関し、 所有権 についての 公証 等を行い、並びに安全性の確保及び 公
害 の防止、その他の環境の 保全 並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の 整備事
業 の健全な発達に資することにより、 公共の福祉 を増進することを目的とする。

★定義（第２条）
道路運送車両  自動車 、 原動機付自転車 及び 軽車両 をいう。

自動車
原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で、軌条もしくは架
線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作
した用具であって、 原動機付自転車以外のものをいう。

軽車両
人力もしくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で、軌条
もしくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的
として製作した用具であって､政令で定めるものをいう。

★原動機付自転車の範囲及び種別（施行規則第１条）
形状

原動機の種別
二輪車

※側車付を除く
その他

内燃機関（総排気量） 0.125ℓ以下 0.050ℓ以下

内燃機関以外（定格出力） 1.00kW以下 0.60kW以下
　※�更に、原動機の総排気量又は定格出力によって以下に分類される。
　　①�第一種原動機付自転車：総排気量0.050ℓ以下又は定格出力が0.60kW以下のもの
　　②�第二種原動機付自転車：第一種原動機付自転車以外のもの

★自動車の種別（第３条）
自動車の
種別

▪ 普通 自動車　　　▪ 小型 自動車　　　▪ 軽 自動車　
▪ 大型特殊 自動車　▪ 小型特殊 自動車　　※大型自動車はない

自動車の
大きさ

▪小型自動車： 長さ4.70m以下 　 幅1.70m以下 　 高さ2.00m以下 
▪軽自動車（二輪自動車）： 長さ2.50m以下 　 幅1.30m以下 　 高さ2.00m以下 

ジーゼル
機関

総排気量が２ℓを超える場合でも、車体の大きさにより普通自動車と小型自動車に区分

★登録の一般的効力（第４条）
登録の必要がない自動車 ▪軽自動車　　▪小型特殊自動車　　▪二輪の小型自動車

★登録の申請期限（第12・13・15・16条）
変更登録／移転登録／永久抹消登録／一時抹消登録の申請期限  15日以内

★打刻の塗まつ等の禁止（第31条）
 何人も 、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式
の識別を困難にするような行為をしてはならない。
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